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木 更 津 市 



 

令和６年３月市議会定例会議案目録（その２） 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第１６号 木更津市教育委員会教育長の任命について 総 務 部 １ 

議案第１７号 令和６年度木更津市一般会計予算 財 務 部 別冊 

議案第１８号 令和６年度木更津市国民健康保険特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第１９号 令和６年度木更津市後期高齢者医療特別会計予算 市 民 部 別冊 

議案第２０号 令和６年度木更津市介護保険特別会計予算 福 祉 部 別冊 

議案第２１号 令和６年度木更津市公設地方卸売市場特別会計予算 経 済 部 別冊 

議案第２２号 木更津市固定資産評価員の選任について 総 務 部 ２ 

議案第２３号 木更津市監査委員の選任について 総 務 部 ３ 

議案第２４号 
附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
市 長 公 室 ４ 

議案第２５号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情

報の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

市 長 公 室 ５ 

議案第２６号 
木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 ７ 

議案第２７号 
市長等の木更津市に対する損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
総 務 部 １５ 

議案第２８号 
木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定

について 
福 祉 部 １６ 

議案第２９号 
木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定

について 
経 済 部 １８ 



 

議案第３０号 
木更津市下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
都 市 整 備 部 １９ 

議案第３１号 
木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改

正する条例の制定について 
教 育 部 ２０ 

議案第３２号 財産（建物）の譲渡について 資 産 管 理 部 ２１ 

議案第３３号 
木更津市と袖ケ浦市の境界変更に伴う財産処分につ

いて 
経 済 部 ２２ 

議案第３４号 市の境界変更について 経 済 部 ２４ 

議案第３５号 令和６年度木更津市下水道事業会計予算 都 市 整 備 部 別冊 

 



議案第１６号 

   木更津市教育委員会教育長の任命について 

 木更津市教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏   名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□□□ 廣 部  昌 弘 □□□□□□□□□□ 

令和６年２月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市教育委員会教育長廣部昌弘氏の任期満了に伴い、同氏を再度任命しようとするもので

ある。 

1



議案第２２号 

   木更津市固定資産評価員の選任について 

 木更津市固定資産評価員に次の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。      

住              所 氏   名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 斉 藤  晃 □□□□□□□□□ 

令和６年２月６日提出  

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市固定資産評価員小山秀雄氏の辞任に伴い、新たに斉藤晃氏を選任しようとするもので

ある。 
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議案第２３号 

   木更津市監査委員の選任について 

 木更津市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏   名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□□□□□ 北 原  靖 和 □□□□□□□□□□ 

令和６年２月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市監査委員（識見を有する者）北原靖和氏の任期満了に伴い、同氏を再度選任しようと

するものである。 
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議案第２４号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

木更津市吾妻

公園文化芸術

施設整備検討

委員会 

木更津市吾妻公園文

化芸術施設の整備に

係る事業者の選定及

び整備の内容につい

て調査、審議するこ

と。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

る者 

３ 公募 

４ 市の職員 

１０人以内 １年以内 

木更津市観光

振興計画推進

委員会 

 

木更津市観光振興計

画の策定及び推進に

ついて審議し、必要

な事項を市長に答申

し、又は建議するこ

と。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

る者 

３ 公募 

４ その他観光振興の

推進のため必要と認

められる者 

１５人以内 ２年 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

木更津市吾妻公園文化芸術施設整備検討委員会及び木更津市観光振興計画推進委員会を設置す

るため、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２５号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特

定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く特定個人情報の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特

定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第２項中「別表第１」を「別表」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる

事務」を「特定個人番号利用事務」に、「別表第１」を「別表」に、「法別表第２の第４欄に掲

げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。 

別表第２市長の項木更津市子ども医療費助成規則による子ども医療費の助成に関する事務の目

中「地方税関係情報」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法律

に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地

方税関係情報」という。）」に、「住民票関係情報」を「住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第７条第４号に規定する事項に関する情報（以下「住民票関係情報」という。）」に改め、

同項生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてに基づき日本国民に対する生活保護

に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務の目中「医療保険給付関係情

報」を「健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私

立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第

１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、地方公務員等共済組合法（昭和３

７年法律第１５２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による

医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報」に、「労働者災害補償関係情報、戦傷

病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報」を「労働者災害補償保険法（昭和２２年
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法律第５０号）による給付の支給に関する情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律

第１２７号）による援護に関する情報、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）による給付の

支給に関する情報」に、「石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報」

を「石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）による特別遺族給付金の

支給に関する情報又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３

年法律第４７号）による職業訓練受講給付金の支給に関する情報」に、「障害者自立支援給付関

係情報又は」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）による自立支援給付の支給に関する情報（以下「障害者自立支援給付関係情報」

という。）又は」に、「生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報」を「生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に

関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号）による児童扶養手当の支給に関する情報」に、「児童手当関係情報、介護保険給付等関係情

報」を「児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当若しくは特例給付の支給に関す

る情報、介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施若

しくは保険料の徴収に関する情報（以下「介護保険給付等関係情報」という。）」に、「年金給

付関係情報」を「国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教職員共済法、厚生年金

保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法

による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報」に、「特別児童扶養手当関係 

情報」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報」 

に、「地方公務員災害補償関係情報」を「地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）

による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い

日から施行する。 

 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律（令和５年法律第４８号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２６号 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

  令和６年２月６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年木更津市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「、期末手当」の次に「、勤勉手当」を加え、「及び期末手当」を「、期末手当及び

勤勉手当」に改める。 

第１３条第１項後段を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１３条の２ 給与条例第１８条の４第１項から第３項まで及び第５項の規定は、任期の定めが

６月以上のフルタイム会計年度任用職員（これに準ずる者として市長が規則で定めるフルタイ

ム会計年度任用職員を含む。）について準用する。 

２ 前項に掲げるほか、常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められると

きは、これらの職員との均衡を考慮して勤勉手当を支給することができる。 

第２４条第１項中「、給与条例第１８条第２項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分

の１２７．５」と」を削り、「合計額」とあるのは」を「合計額」とあるのは、」に改め、同条

の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２４条の２ 給与条例第１８条の４第１項から第３項まで及び第５項の規定は、任期の定めが

６月以上のパートタイム会計年度任用職員（これに準ずる者として市長が規則で定めるパート

タイム会計年度任用職員を含む。）について準用する。この場合において、給与条例第１８条

の４第２項第１号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡

した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ
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き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉

手当基礎額」と、同条第３項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日（退職し、又は死亡した職員にあつては、

退職し、死亡した日）以前６月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間におけ

る報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。）の

１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定

めるパートタイム会計年度任用職員については、勤勉手当を支給しない。 

３ 前２項に掲げるほか、常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる

ときは、これらの職員との均衡を考慮して勤勉手当を支給することができる。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条） 

 ア 行政職給料表 

                      （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１６２，１００  

１６３，２００  

１６４，４００  

１６５，５００  

１６６，６００  

１６７，７００  

１６８，８００  

１６９，９００  

１７０，９００  

１７２，３００  

１７３，６００  

１７４，９００  

２０８，０００  

２０９，７００  

２１１，４００  

２１２，９００  

２１４，４００  

２１６，２００  

２１７，９００  

２１９，６００  

２２１，１００  

２２２，６００  

２２４，１００  

２２５，６００  
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１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

１７６，１００  

１７７，６００  

１７９，１００  

１８０，７００  

１８１，８００  

１８３，２００  

１８４，６００  

１８６，０００  

１８７，３００  

１８９，６００  

１９１，８００  

１９４，０００  

１９６，２００  

１９７，９００  

１９９，４００  

２００，９００  

２０２，４００  

２０３，８００  

２０５，２００  

２０６，６００  

２０８，０００  

２０９，３００  

２１０，６００  

２１１，９００  

２１３，２００  

２１４，４００  

２１５，６００  

２１６，７００  

２１７，８００  

２２６，８００  

２２８，２００  

２２９，６００  

２３１，０００  

２３２，４００  

２３４，０００  

２３５，５００  

２３６，９００  

２３８，１００  

２３９，７００  

２４１，２００  

２４２，６００  

２４３，６００  

２４５，１００  

２４６，４００  

２４７，６００  

２４８，７００  

２４９，７００  

２５０，６００  

２５１，５００  

２５２，４００  

２５３，３００  

２５４，１００  

２５４，９００  

２５５，６００  

２５６，７００  

２５７，９００  

２５９，０００  

２６０，２００  

9



４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

２１８，９００  

２１９，９００  

２２０，９００  

２２１，８００  

２２２，７００  

２２３，６００  

２２４，５００  

２２５，４００  

２２６，３００  

２２７，２００  

２２８，１００  

２２８，９００  

２２９，８００  

２３０，７００  

２３１，５００  

２３１，８００  

２３２，６００  

２３３，３００  

２３３，９００  

２３４，５００  

２３５，２００  

２３５，８００  

２３６，３００  

２３６，８００  

２３７，３００  

２３７，８００  

２３８，４００  

２３８，９００  

２３９，４００  

２６１，４００  

２６２，５００  

２６３，６００  

２６４，７００  

２６５，８００  

２６６，９００  

２６７，９００  

２６８，９００  

２６９，９００  

２７０，９００  

２７１，８００  

２７２，７００  

２７３，６００  

２７４，５００  

２７５，４００  

２７６，３００  

２７７，２００  

２７８，１００  

２７９，０００  

２８０，０００  

２８１，０００  

２８１，９００  

２８２，８００  

２８３，３００  

２８４，０００  

２８４，７００  

２８５，６００  

２８６，６００  

２８７，４００  
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７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

２３９，９００  

２４０，４００  

２４０，９００  

２４１，４００  

２４１，８００  

２４２，３００  

２４２，８００  

２４３，３００  

２４３，８００  

２４４，３００  

２４４，７００  

２４５，２００  

２４５，６００  

２４６，０００  

２４６，４００  

２４６，８００  

２４７，２００  

２４７，６００  

２４８，０００  

２４８，５００  

２４８，８００  

２４９，１００  

２４９，４００ 

２８８，２００  

２８９，０００  

２８９，７００  

２９０，２００  

２９０，６００  

２９１，０００  

２９１，２００  

２９１，５００  

２９１，７００  

２９２，０００  

２９２，２００  

２９２，４００  

２９２，７００  

２９２，９００  

２９３，２００  

２９３，５００  

２９３，８００  

２９４，１００  

２９４，４００  

２９４，８００  

２９５，１００  

２９５，５００  

２９５，７００  

２９５，９００  

２９６，２００  

２９６，６００  

２９６，８００  

２９７，１００  

２９７，５００  
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１００ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０４ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２５ 

２９７，９００  

２９８，１００  

２９８，４００  

２９８，８００  

２９９，１００  

２９９，３００  

２９９，６００  

３００，０００  

３００，３００  

３００，５００  

３００，９００  

３０１，３００  

３０１，６００  

３０１，８００  

３０２，０００  

３０２，３００  

３０２，７００  

３０２，９００  

３０３，１００  

３０３，４００  

３０３，７００  

３０４，１００  

３０４，３００  

３０４，６００  

３０４，９００  

３０５，２００ 

   イ 発達相談員給料表 

                      （単位：円） 
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 職務 

の級 
１級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

３２０，２００  

３２２，１００  

３２４，０００ 

３２５，９００ 

３２７，９００  

３２９，８００ 

３３１，７００  

３３３，４００ 

３３５，４００  

３６５，９００ 

３６７，０００ 

３６７，９００ 

３６８，９００ 

３７０，０００ 

３７１，７００ 

３７２，６００ 

３７４，２００  

３７５，０００ 

ウ 外国語指導助手給料表 

                      （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

３７５，０００ 

３７５，８００ 

３７７，２００ 

３７８，６００ 

３７９，３００ 

４１６，０００  

４１７，６００  

４１９，１００  

４２０，６００  

４２２，１００ 

エ 市税等徴収指導員給料表 

            （単位：円） 

 職務 

の級 
１級 

号給 給料月額 

１ 

２ 

３７０，０００  

３７１，７００ 
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３ 

４ 

５ 

３７２，６００ 

３７４，２００ 

３７５，０００ 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 木更津市職員の育児休業等に関する条例（平成４年木更津市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に掲げ

る職員を除く。）」を削る。 

第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和５年の人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を踏まえ、本市の会計年度任用職員の給与の

額を改定するため、並びに地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施行等

に伴い、本市の会計年度任用職員に対し一般職に準じた勤勉手当を支給するため、関係条文の整

備をしようとするものである。 
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議案第２７号 

   市長等の木更津市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例の 

   制定について 

市長等の木更津市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

市長等の木更津市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

市長等の木更津市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和５年木更津市条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、「第２４３条の２の

２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

第２条第１項中「第１７３条第１項第１号」を「第１７３条の４第１項第１号」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）及び地方自治法施行令等の一部を

改正する政令（令和６年政令第１２号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものであ

る。 
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議案第２８号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                         木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市介護保険条例の一部を改正する条例 

木更津市介護保険条例（平成１２年木更津市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改 

め、同項第１号中「３２，１００円」を「３０，８００円」に改め、同項第２号中「４８，８０ 

０円」を「４６，８００円」に改め、同項第３号中「５０，２００円」を「４７，９００円」に 

改め、同項第４号中「６０，２００円」を「６２，５００円」に改め、同項第５号中「６６，９ 

００円」を「６９，５００円」に改め、同項第６号中「７７，０００円」を「７９，９００円」 

に改め、同項第７号中「７８，３００円」を「８１，３００円」に改め、同項第８号中「８４， 

３００円」を「８８，３００円」に改め、同項第９号中「９９，１００円」を「１０３，６００

円」に改め、同項第１０号中「１１３，８００円」を「１１８，９００円」に改め、同項第１１ 

号中「１３３，９００円」を「１４１，８００円」に改め、同項第１２号中「１４０，６００円」

を「１５０，２００円」に改め、同項第１３号中「１４７，３００円」を「１５９，９００円」 

に改め、同項第１４号中「１５４，０００円」を「１６６，８００円」に改め、同条第２項中「 

令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１８，７００円」 

を「１９，０００円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度 

から令和８年度まで」に、「１８，７００円」を「１９，０００円」に、「３２，１００円」を 

「３２，９００円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か 

ら令和８年度まで」に、「１８，７００円」を「１９，０００円」に、「４６，８００円」を「 

４７，６００円」に改める。 

 第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ又は 

第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

  附 則 

 （施行期日） 

16



１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市介護保険条例第４条及び第６条第３項の規定は、令和６年 

 度分の保険料から適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１３号）の施行及び第９期介護保険

事業計画策定に伴う保険料率の改定に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第２９号 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市漁港管理条例の一部を改正する条例 

木更津市漁港管理条例（昭和５９年木更津市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

第８条第３項中「１月（工作物の設置を目的とする占用にあつては３年）」を「１０年」に改

める。 

第１４条第１項中「採取又は」を「採取若しくは」に改め、「者」の次に「又は法第４３条第

４項に規定する認定計画実施者（法第４４条第１項に規定する認定計画において法第４２条第２

項第２号及び第３号に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第５０条第

１項各号に掲げる事項を定めた者に限る。）」を加え、同項ただし書中「同条第４項」を「法第

３９条第４項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律（令和５年法律第３４号）の施行

に伴い、及び市の管理する漁港施設の有効活用を図るため、関係条文の整備をしようとするもの

である。 
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議案第３０号 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年木更津市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条中「第２４３条の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）の施行に伴い、関係条文の整備を

しようとするものである。 
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議案第３１号 

木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月６日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市立公民館設置及び管理運営条例の一部を改正する条例 

木更津市立公民館設置及び管理運営条例（昭和３２年木更津市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条から第９条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１０条第２項中「別表第１６」を「別表第１５」に改め、同条を第９条とし、第１１条から

第１５条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１６条中「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に改め、同条を第１５条とし、第１７条

を第１６条とする。 

第１８条中「第１１条又は第１２条第１項」を「第１０条又は第１１条第１項」に改め、同条

を第１７条とし、第１９条を第１８条とする。 

別表第１から別表第１５までの規定中「（第１０条第２項）」を「（第９条第２項）」に改め

る。 

別表第１６を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市立中央公民館畔戸分館の廃止に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第３２号 

   財産（建物）の譲渡について 

 市は、次の建物を適正な対価なくして譲渡する。 

  令和６年２月６日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 建物の表示 

   種   類  公民館分館 

   所   在  木更津市畔戸２３０番地 

   構   造  木造平屋建 

   延 床 面 積  ９５．５８㎡ 

２ 譲渡の金額  無償 

３ 譲渡の相手方  木更津市畔戸４６４－１番地 

          畔戸区 

          畔戸区長 進藤 才幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 木更津市公共施設再配置計画に基づき、木更津市立中央公民館畔戸分館（建物）を畔戸区に適

正な対価なくして譲渡することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第６号の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第３３号 

木更津市と袖ケ浦市の境界変更に伴う財産処分について 

別紙境界変更に伴う財産処分に関する協議書のとおり協議したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第７条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和６年２月６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 袖ケ浦市との境界変更に伴い、管理者の変更となる道路及び水路の財産処分について協議しよ

うとするものである。 
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別 紙 

境界変更に伴う財産処分に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第５項の規定により、木更津市と袖ケ浦市との

境界変更に伴う財産処分については、次のとおりとする。 

 なお、この効力は、境界変更の効力の発生する日から生ずるものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

記 

 

１ 木更津市が所有する次の土地は、袖ケ浦市の所有とする。 

木更津市上望陀字裏内ノ町８８の一部，１０８の一部，１０９の一部及びこれらの区域に隣接

介在する水路である公有地の一部並びに字裏内ノ町８８，１０８の地先の道路である公有地の全

部 

 

２ 袖ケ浦市が所有する次の土地は、木更津市の所有とする。 

 袖ケ浦市大曽根字島合９９の一部，１２６の一部，１２７の一部，谷中字熊野５７３の一部，

５７８の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路，水路である公有地の一部 
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議案第３４号 

市の境界変更について 

木更津市と袖ケ浦市の境界を、別紙変更調書のとおり変更したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第７条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和６年２月６日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

経営体育成基盤整備事業浮戸川上流Ⅲ期地区の施行に伴い、行政界の変更について袖ケ浦市と

の協議の結果、また、関係地権者の同意も得られ支障がないので、両市の境界を変更しようとす

るものである。 
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別 紙 変更調書 

 

（１） 木更津市へ編入する区域 

     袖ケ浦市大曽根字島合９９の一部，１２６の一部，１２７の一部，谷中字熊野５７３ 

の一部，５７８の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路，水路である公有地の一部 

 

備考 上記の土地の表示は、令和５年２月１４日現在の全部事項証明書によるものであ 

る。 

 

（２） 袖ケ浦市へ編入する区域 

     木更津市上望陀字裏内ノ町８８の一部，１０８の一部，１０９の一部及びこれらの区 

域に隣接介在する水路である公有地の一部並びに字裏内ノ町８８，１０８の地先の道路 

である公有地の全部 

 

備考 上記の土地の表示は、令和５年２月１４日現在の全部事項証明書によるものであ 

る。 
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